
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３長第１１３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１２月１日（日） １０時００分ごろ 

発生場所 長崎県時津町前島西方沖（大村湾南西部） 

 時津町所在の高島４１ｍ頂から真方位２７８°２,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５２.２′ 東経１２９°４８.１′） 

事故等調査の経過  平成２５年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ モーターボート 浜
はま

千
せん

丸、４.４トン 

   ２９２－２０３２６長崎、個人所有 

Ｂ 競そう用ボート 鵬
ほう

翼
よく

、１２.９２ｍ 

   船舶登録等なし 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ、なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首船底部のＦＲＰ剝離、船底中央部に擦過傷 

Ｂ 艇前部上面に擦過傷、左舷側面に亀裂 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、前島西方沖を手動操舵により、

約７ノット（kn）の速力で南進中、Ｂ船は、操縦者Ｂほか漕
そう

手４人が

乗艇し、ボート競技（舵手つきフォア）の練習のため、前島西方沖を

約７kn の速力で南南東進中、平成２５年１２月１日１０時００分ごろ

Ａ船の船首とＢ船の左舷側とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約１～２m/s 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  船長Ａは、Ａ船の後部付近で操船していたが、衝突するまで船首方

のＢ船に気付かなかった。 

 Ａ船は、レーダー及びＧＰＳプロッターがなかった。 

 Ｂ船は、前島の北北西方２,０００ｍ付近から同島南西方２５０ｍ

付近の間を練習コースとしていた。 

 操縦者Ｂは、最後尾で前向きに座り、舵を取るとともに、前方の見

張りを、漕手４人がいずれも後ろ向きに座り、後方の見張りをそれぞ

れ行うようにしていたものの、操縦者Ｂが、左舷方から近づいて来る

Ａ船に気付かなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 



 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、前島西方沖を南進中、船長Ａが船首方のＢ船に気付かなか

ったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、前島西方沖を南南東進中、操縦者Ｂが左舷方のＡ船に気付

かなかったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、前島西方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が南南東進

中、船長Ａ及び操縦者Ｂがいずれも相手船に気付かなかったため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


